
くらしの情報

●鞍手町役場…42局2111番
　　　（FAX…42局 5693 番）

●中央公民館…42局7200番
●長谷別館…42局4659番
●教育課…42局7200番

●歴史民俗資料館…42局3200番
●くらじの郷…42局8811番

●社会福祉協議会…42局7800番
●上下水道課…42局0408番
●中央浄水場…42局0417番
●町立病院…42局1231番
●鞍寿の里…42局1233番
●鞍手駅…42局0980番

●火災の発生状況…32局3211番

☎ 問い合わせ先 ☎

く
ら
しの
情
報

納
期
限
は
５
月
31
日

自
動
車
税
の
納
付
を

お
忘
れ
な
く
!!

自
動
車
税
は
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
る

県
税
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め

ま
し
ょ
う
。

自
動
車
税
は
指
定
さ
れ
た

金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
で
き
ま

す
。

●
納
税
通
知
書
の
送
付　

５
月

初
旬

●
納
期
限　

５
月
31
日（
月
）

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
飯

塚
・
直
方
県
税
事
務
所

収
税
第
二
課
自
動
車
税
係

☎
（
０
９
４
８
）
２
３
局

４
１
１
１
番
ま
で

納
め
忘
れ
の
町
税
は

あ
り
ま
せ
ん
か

４
月
１
日
か
ら
年
度
が
か

わ
り
ま
し
た
。
平
成
21
年
度

の
税
金
を
納
め
忘
れ
て
い
る

人
は
早
目
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

納
税
通
知
書
を
紛
失
し
た
場

合
は
再
発
行
を
し
ま
す
の
で
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

税
金
の
納
付
は

安
心
・
便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
で

個
人
が
納
め
る
町
税
は
、

口
座
振
替
に
す
る
と
金
融
機

関
へ
行
く
手
間
が
い
ら
ず
、

納
め
忘
れ
も
な
く
て
安
心
で

す
。
毎
月
15
日
ま
で
に
手
続

き
を
す
れ
ば
翌
月
か
ら
口
座

振
替
が
で
き
ま
す
。
ど
う
ぞ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
申
込
用

紙
は
町
内
の
金
融
機
関
や
役

場
税
務
住
民
課
に
あ
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の　

納
税
通
知

書
、
通
帳
、
通
帳
登
録
印

●
取
引
金
融
機
関　

直
鞍
農

協
、
福
岡
ひ
び
き
信
用
金

庫
、
福
岡
銀
行
、
西
日
本

シ
テ
ィ
銀
行
、
り
そ
な
銀

行
、
郵
便
局

●
振
替
日　

毎
月
25
日
（
金

融
機
関
が
休
み
の
場
合
は

次
の
営
業
日
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

西
村
弁
護
士
の

無
料
法
律
相
談

西
村
浩
二
弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
が
行
わ
れ
ま

す
。
受
付
は
７
人
ま
で
で
す
。

●
と
き　

５
月
10
日
（
月
）

▽
受
付
（
順
番
の
抽
選
）

＝
午
後
０
時
45
分
か
ら
▽

相
談
＝
午
後
１
時
か
ら
４

時
ま
で

●
と
こ
ろ　

く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

一
人
で
悩
む
前
に


心
配
ご
と
相
談
へ
ど
う

ぞ
直
方
法
務
局
の
職
員
、
行

政
相
談
委
員
の
皆
さ
ん
が
、

あ
な
た
の
悩
み
に
お
答
え
し

ま
す
。

●
と
き　

５
月
25
日
（
火
）

▽
受
付
＝
午
後
０
時
45
分

か
ら
▽
相
談
＝
午
後
１
時

か
ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

ト
ラ
ブ
ル
や
悩
み
は

特
設
人
権
相
談
所
ま
で

６
月
１
日
は
「
人
権
擁
護

委
員
の
日
」
で
す
。
直
方
人

権
擁
護
委
員
協
議
会
で
は
次

の
と
お
り
特
設
人
権
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
。
人
権
擁
護

委
員
や
直
方
法
務
局
の
職
員

の
皆
さ
ん
が
人
権
に
つ
い
て

の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら

れ
ま
す
。

●
と
き　

６
月
１
日（
火
）午

前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま

で
●
と
こ
ろ　

く
ら
じ
の
郷

●
相
談
内
容　

家
庭
内
の
も

め
ご
と
、
近
隣
と
の
ト
ラ

ブ
ル
、
い
じ
め
、
差
別
な

ど
●
問
い
合
わ
せ　

直
方
人
権

擁
護
委
員
協
議
会
☎
２
２

局
１
１
４
４
ま
で

母
子
家
庭
等
の

お
母
さ
ん
の
就
労
支
援
と

養
育
費
の
電
話
相
談
は

自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

福
岡
県
母
子
家
庭
等
就
業
・

自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
（
児

童
扶
養
手
当
受
給
者
）
を
対

象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携

し
て
就
労
を
支
援
し
て
い
ま

す
。
支
援
を
希
望
さ
れ
る
人

は
、
居
住
す
る
町
役
場
で
面

談
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
や
離

婚
協
議
中
の
人
を
対
象
に
平

日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４

時
ま
で
養
育
費
の
電
話
相
談

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
母

子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー
（
飯
塚
市
）

☎
（
０
９
４
８
）
２
１
局

０
３
９
０
番
ま
で

税
金

相
談
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今
月
の
補
聴
器
相
談
日

５
月
の
補
聴
器
相
談
が
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

●
役
場
福
祉
人
権
課
で
の
相
談

▽
と
き
＝
５
月
７
日（
金
）

午
後
１
時
か
ら
２
時
ま
で

（
九
州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
　

▽
と
き
＝
５
月
13
日
（
木
）

午
前
11
時
か
ら
正
午
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）

　

▽
と
き
＝
５
月
20
日
（
木
）

午
後
１
時
か
ら
２
時
ま
で

（
あ
さ
ひ
補
聴
器
）

　

▽
と
き
＝
５
月
26
日
（
水
）

午
後
１
時
か
ら
２
時
ま
で

（
小
倉
補
聴
器
）　

役
場
福
祉
人
権
課
の
相
談

で
は
、
受
付
順
の
番
号
札
を

配
布
し
ま
す
。

●
町
立
病
院
で
の
相
談　

　

▽
と
き
＝
５
月
６
日（
木
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）
　

　
▽
と
き
＝
５
月
15
日（
土
）

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

（
池
田
補
聴
器
）
　

　

▽
と
き
＝
５
月
25
日（
火
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
九
州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま

た
は
町
立
病
院
ま
で

歴
史
民
俗
資
料
館
を

サ
ポ
ー
ト
し
て
く
だ
さ
い

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、

体
験
学
習
会
や
展
示
替
え
な

ど
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

ご
応
募
い
た
だ
け
る
場
合
は
、

歴
史
民
俗
資
料
館
へ
ご
連
絡

い
た
だ
き
、
次
の
と
お
り
お

集
ま
り
く
だ
さ
い
。

●
と
き　

５
月
12
日
（
水
）

午
前
10
時

●
と
こ
ろ　

歴
史
民
俗
資
料
館

●
問
い
合
わ
せ　

歴
史
民
俗

資
料
館
ま
で

は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か

点
字
講
習

社
会
福
祉
協
議
会
で
は
次

の
と
お
り
点
字
講
習
会
を
開

催
し
ま
す
。

●
と
き　

５
月
31
日
か
ら
11

月
１
日
ま
で
の
毎
週
月
曜

日
。時
間
は
午
後
７
時
か
ら

９
時
ま
で

●
場
所　

く
ら
じ
の
郷

●
受
講
料　

無
料

●
募
集
人
員　

10
人
（
中
学

生
以
上
で
町
内
在
住
及
び

在
勤
の
人
）

●
申
込
期
限　
５
月
21
日（
金
）

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

Ｉ
Ｔ
講
習
会
の

講
師
を
募
集
し
ま
す

教
育
委
員
会
で
は
、
初
心

者
向
け
の
Ｉ
Ｔ
講
習
会
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
今
回
、
そ

の
講
習
会
の
主
任
講
師
と
補

助
講
師
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

●
応
募
資
格　

パ
ソ
コ
ン
の
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
経
験
者

●
指
導
内
容　

パ
ソ
コ
ン
初
心

者
へ
の
指
導
（
講
座
定
員

16
人
に
対
し
、
主
任
講
師

１
人
、
補
助
講
師
１
人
で

対
応
）

●
講
師
料　

▽
主
任
講
師
時

給
＝
三
千
円
▽
補
助
講
師

時
給
＝
二
千
円

●
募
集
期
限　
５
月
20
日（
木
）

ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

詳
し
い
こ
と

は
教
育
課
社
会
教
育
班
ま

で
福
岡
県
海
外
戦
没
者

慰
霊
巡
拝
の
団
員
募
集

財
団
法
人
福
岡
県
遺
族
連

合
会
で
は
平
和
を
祈
念
す
る

た
め
次
の
と
お
り
慰
霊
巡
拝

団
員
を
募
集
し
ま
す
。

●
と
き　

▽
中
国
＝
７
月
27

日
（
火
）
か
ら
８
月
２
日

（
月
）
の
７
日
間
▽
ミ
ャ
ン

くらしの情報

募
集

６
月
６
日
の

日
曜
日
は
、

春
の
清
掃
デ
ー

で
す
。

６月６日（日）は、春の「清掃デー」です。
私たちの住む鞍手町から不法に捨てられ
たゴミを一掃するために、皆さんご協力
ください
● 回収方法　衛生連合会から各地区に配

布するゴミ袋に、ゴミを回収してくだ
さい

● 回収したゴミの処理　空き缶・空き瓶
などは泉水最終処分場に、可燃物はく
らじクリーンセンター（宮若市）に、
午前８時 30 分から 10 時 30 分の間に運
んでください

● お願い　「清掃デー」は、ポイ捨てされ
たゴミを拾うための運動です。絶対に
家庭のゴミは出さないようにしてくだ
さい。また、配布されたゴミ袋は「清
掃デー」だけに使用してください

● 問い合わせ　役場農政環境課まで

清掃活動にご協力ください

毎
月
第
二
水
曜
日
。

ち
び
っ
子
た
ち
が

保
育
所
で

待
っ
て
い
ま
す

町立保育所では次のとおり園庭開
放をしています。両親や親類など大
人と子どもが好きな遊びを通して交
流を深める場です。是非おいでくだ
さい。
● とき　毎月第２水曜日。時間は午

前９時 30 分から 11 時まで
　10 月は運動会の日、12 月は発表会

の日に行います。参加される場合
は前日までに各保育所にご連絡く
ださい

● 問い合わせ　各町立保育所まで

町立保育所園庭開放のお知らせ

☎　各保育所の連絡先　☎
古月保育所　　 ４２局０２７７番

西川第一保育所 ４２局０２７８番

剣第一保育所　 ４２局０３０１番
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くらしの情報

マ
ー
＝
11
月
９
日
（
火
）

か
ら
11
月
16
日
（
火
）
の

８
日
間

●
定
員　

両
地
域
と
も
15
人

●
申
込
期
間　

５
月
31
日

（
月
）
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

財
団
法

人
福
岡
県
遺
族
連
合
会

☎
（
０
９
２
）
７
６
１
局

０
０
１
２
番
ま
で

お
風
呂
は
お
休
み
で
す

く
ら
じ
の
郷
の
休
館
日

く
ら
じ
の
郷
の
福
祉
棟（
お

風
呂
）
と
勤
労
者
ふ
れ
あ
い

棟
（
体
育
館
）
の
５
月
の
休

館
日
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
休
館
日　

３
日
（
月
）、
10

日
（
月
）、
16
日
（
日
）、

17
日
（
月
）、
24
日
（
月
）、

31
日
（
月
）
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

献
血
に
ご
協
力
を

一
般
献
血
を
次
の
と
お
り

行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

●
と
き　

６
月
２
日
（
水
）

時
間
は
午
前
９
時
30
分
か

ら
正
午
ま
で
、
午
後
１
時

か
ら
３
時
30
分
ま
で

●
と
こ
ろ　

鞍
手
町
役
場
福

祉
人
権
課
横
入
口

●
対
象
者　

18
歳
か
ら
69
歳

ま
で
の
人
（
65
歳
以
上
の

人
は
、
60
歳
か
ら
64
歳
ま

で
に
献
血
経
験
の
あ
る
人
、

ま
た
、
男
女
と
も
体
重
が

50
㎏
以
上
の
人
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉
人

権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま
で

４
月
よ
り
子
ど
も
手
当
が

始
ま
り
ま
し
た

子
ど
も
手
当
は
、
次
代
を

担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育

ち
を
社
会
全
体
で
応
援
す
る

た
め
の
制
度
で
す
。
対
象
者

に
は
申
請
書
を
送
付
し
て
い

ま
す
が
、
届
い
て
い
な
い
場

合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
支
給
対
象　

０
歳
か
ら
15

歳
（
満
15
歳
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
）
の
子

ど
も　

●
手
当
の
額　

子
ど
も
一
人

あ
た
り
月
額
一
万
三
千
円

●
手
当
の
支
給
月　

６
月
、
10

月
、
２
月
に
前
月
ま
で
の

４
か
月
（
６
月
は
４
、５
月

の
２
か
月
分
）
を
支
給
し

ま
す

●
申
請
期
日　

４
月
１
日

（
木
）
か
ら
９
月
30
日
（
木
）

の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
５
時
15
分
ま
で
（
土
・
日
・

祝
日
を
除
く
）

●
問
い
合
わ
せ　

詳
し
く
は

役
場
福
祉
人
権
課
児
童
人

権
班
ま
で

75
歳
に
な
る
前
に

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
で
き
ま
す

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
65
歳

以
上
74
歳
以
下
の
人
は
、
申
請

す
る
と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
で
き
ま
す
。
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
に
な

る
か
な
ら
な
い
か
に
よ
り
、
加

入
す
る
医
療
保
険
、
保
険
料
、

一
部
負
担
割
合
な
ど
が
異
な
り

ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

お
知
ら
せ

福岡県鞍手郡鞍手町大字中山 3218
TEL  0949 − 42 − 4676
FAX  0949 − 42 − 7852

＊＊快適な空間を＊＊
水洗改造をしませんか？

有限会社 有泉管工
水洗改造工事・浄化槽工事・水道工事

総務省では、経済的な理由
などで地上アナログ放送から地上デジタ
ル放送に移行することが難しい世帯に対
する支援を行っています。
●支援の対象となるのは？　生活保護世

帯などの公的扶助受給世帯、障がい者
のいる世帯で市町村民税非課税の世
帯、社会福祉事業施設入所者などで日
本放送協会（ＮＨＫ）の受信料の全額
免除を受けている世帯が対象です。

●受けられる支援の内容は？　現在お持
ちのアナログテレビに取り付ける「簡
易なチューナー」の無償給付を行いま
す。アンテナ改修などが必要な場合は、
その支援も行います

●申し込み先は？　総務省地デジチュー
ナー支援実施センターです。申込書は
各市町村及び近くの NHK 窓口に設置
されています

●支援の受付期間は ?　４月 19 日（月）
から７月２日（金）まで（当日消印有効）

●ご注意　ご自身で購入されたチュー
ナーやアンテナ改修などの費用を請
求、精算することはできません。また、
申し込みの際は、ＮＨＫとの受信契約
を結び、全額免除の適用を受けること
が必要です。

地デジ放送
簡易チューナー給付支援

＊＊＊問い合わせ＊＊＊
総務省地デジチューナー支援実施センター
☎  ０５７０－０３３８４０
NHK視聴者コールセンター
☎  ０５７０－０００５８８
鞍手町役場　☎  ４２局２１１１　
　福祉人権課　内線 245
　企画財政課　内線 342

スポーツ＆子ども会

歳時記
【スポーツ行事】

● 5月　▷９日＝町民春季ふれあいゴルフ大会（町体
協・第３回）

● 5月　▷９日＝ソフトボール大会（町体協・第 35 回）
▷20日＝春季ゲートボール大会（町体協・第４回）

● 6月　▷６日、13日、20日＝野球大会（町体協・第
50 回）

● 7月　▷18日＝夏季バドミントン大会（町体協・第
28 回）

● 8月　▷１日＝鞍手郡民体育大会（郡体協・第 55 回）
▷22日＝福岡県民体育大会夏季大会（水泳・県体
協・第 53 回）

● 9月　▷12日＝バレーボール大会（町体協・第 42
回）▷18日、19日＝福岡県民体育大会（県体協・
第 53 回）

● 10月　▷10日＝町民体育祭（町・第 47 回）▷20
日＝秋季ゲートボール大会（町体協・第４回）

● 11月　▷21日＝ソフトバレーボール大会（町体協・
第９回）▷23日＝町民ふれあいゴルフ大会（町体
協・第７回）

● 12 月　▷５日＝ラージボール卓球大会（町体協・第
27 回）

● 2月　▷６日＝福岡県郡市対抗駅伝競走大会（県体
協・第 59 回）

▷未定＝直鞍一周駅伝競走大会（郡体協・第 65 回）
【子ども会連絡協議会行事】

● 6月　▷６日＝野外生活リーダー研修事前研修会▷
19日、20日＝野外生活リーダー研修…玄海少年自
然の家（１泊２日）

● 7月　▷４日＝指導者研修会…町立体育館
● ８月　▷８日＝第 48 回子ども会体育大会
　　　　▷29日＝子どもフェスタくらて 2010
● 問い合わせ　教育課社会教育班（中央公民館内）まで

平成 22 年度

スポーツ行事、子ど
も会連絡協議会行事
の予定です。
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後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
世
帯

員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

場
合
、
入
院
し
た
と
き
の
窓

口
負
担
額
や
食
事
代
の
負
担

が
軽
減
さ
れ
る
証
明
書
を
発

行
し
ま
す
。
こ
の
証
明
書
は
、

申
請
し
た
月
の
１
日
か
ら
し

か
使
え
ま
せ
ん
の
で
、
入
院

が
決
ま
っ
た
と
き
は
前
も
っ

て
手
続
き
を
し
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
保
険
年
金
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証
、
印
か
ん
、
過
去
１

年
間
に
90
日
を
超
え
る
入

院
が
あ
っ
た
人
は
入
院
期

間
が
確
認
で
き
る
書
類（
領

収
証
な
ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
人
で
、
70
歳
未
満
の

人
は
限
度
額
適
用
認
定
証
を
、

74
歳
以
下
で
住
民
税
が
非
課

税
と
な
っ
て
い
る
世
帯
の
人

は
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関

の
窓
口
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

そ
の
医
療
機
関
で
の
医
療
費

の
窓
口
負
担
が
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
で
済
み
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
後
で
高
額
療
養

費
の
払
い
戻
し
申
請
を
す
る

必
要
は
な
く
な
り
ま
す
。
こ

の
認
定
証
は
、
次
の
と
お
り

事
前
に
申
請
す
る
こ
と
で
交

付
さ
れ
ま
す
。
申
請
し
た
月

の
１
日
か
ら
有
効
と
な
り
ま

す
の
で
、も
し
入
院
が
決
ま
っ

た
場
合
は
、
早
め
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
認
定

証
は
国
民
健
康
保
険
税
の
納

め
忘
れ
が
あ
る
場
合
に
は
交

付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
保
険

税
は
必
ず
納
期
内
に
納
め
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
保
険
年
金
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

国

民
健
康
保
険
証
・
印
か
ん
・

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

で
、
過
去
１
年
間
に
90
日

を
超
え
る
入
院
が
あ
っ
た

人
は
、
入
院
期
間
が
確
認

で
き
る
書
類
（
領
収
証
な

ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

国
民
健
康
保
険
か
ら

社
会
保
険
へ
加
入

14
日
以
内
に
必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

に
加
入
し
て
い
る
世
帯
の
全

員
、
ま
た
は
そ
の
一
部
の
人

に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
、
14

日
以
内
に
役
場
保
険
健
康
課

保
険
年
金
班
へ
届
け
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
を
忘

れ
た
り
、
遅
れ
た
り
す
る
と

後
で
医
療
費
を
返
さ
な
い
と

い
け
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

国
保
の
高
齢
受
給
者
証
を

交
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
70
歳
を
迎
え
た
人
（
昭
和

15
年
５
月
２
日
か
ら
６
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）
に

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給

者
証
を
次
の
と
お
り
交
付
し

ま
す
。

●
交
付
す
る
日　

５
月
25
日

（
火
）
午
前
９
時
か
ら

●
と
こ
ろ　

役
場
保
険
健
康

課
保
険
年
金
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

国

民
健
康
保
険
証
、
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

　

休日
在宅医
診療時間は、午前９時から午後５時までで
す。休日在宅医は、変更になることもあり
ますので、事前に電話でご確認ください。

朗読サークルの皆さんが、いろ
りのそばで昔話や絵本の読み聞か
せをしてくれます。親子で聞きに
来てみませんか。
● とき　５月８日（土）午前 10 時

から
● ところ　歴史民俗資料館
● 問い合わせ　歴史民俗資料館まで

い
ろ
り
ば
た

お
話
の
会

楽
し
い

お
話
い
っ
ぱ
い

聞
け
る
よ

● 5月23 日（日）梅谷医院（本町）
　　　　　　　　　 ☎４２局３３７７番

休日の夜間の体調不良は
急患センターへ

● 問い合わせ　直鞍急患センター
☎２８局２８４０番まで

くらしの情報

のおがた警察署だより

町内の
交通事故
発生状況

【3 月中】

●とき　５月12日（水）
午前10時から午後４
時まで（受付は午後３
時まで）

●ところ　ハピネスなかま（中間市
通谷）

●問い合わせ　福岡県交通事故相談所
　☎（０９２）６４３局３１６８番まで

【累　計】
件 数 06件（＋13） 件 数 30件（＋14）

死 者 20人（±10） 死 者 20人（±10）

傷 者 17人（＋13） 傷 者 44人（＋24）

巡回
交通事故

相談

お住まいの地区の犯罪発生状況は、
県警のホームページにアクセスし、「あ
なたの町の警察署」をクリックして「直
方警察署」を選択してください。校区
別の詳しい犯罪発生状況などがご覧に
なれます。

福岡県警察 検索
直方警察署の最新情報はこちらから

http://www.police.pref.fukuoka.jp/
直方警察署　☎２２局０１１０番まで

直方警察署管内での犯罪発生状況
　　　　　　　　　　　３月末まで
283 件（前年比－ 43 件）

　車上ねらい　23 件（前年比　－ 12 件）
　自転車盗難　30 件（前年比　－　4 件）
　部品ねらい　19 件（前年比　－ 27 件）
昨年は、車上ねらいが４月に 23 件、５月に
44 件発生しており、これから行楽シーズン、
車上ねらいの発生が予想されます。
車から離れるときは
　　①必ずロックをする。
　　②車内にバックなどを置かない。
などを心掛けてください。

交通課からのお願い
暴走はしない、させない、ゆるさない

診療日 診療科目
土曜・日曜・祝日

午後６時から11時まで
小児科
内　科

第２、第４日曜
午前９時から午後６時まで 小児科

暴走族は地域住民の安眠を妨害する犯罪者集
団です。暴走族に入ると、暴力団やその周辺
者からお金を巻き上げられたり、暴力団に入
ることを強要されます。

暴走の先には、なんにもない!!
やめる勇気、止める愛情、ストップ暴走

2010. ５− 18



介
護
保
険
証
を

交
付
し
ま
す

６
月
に
65

歳
を
迎
え

る
人
（
昭

和
20
年
６

月
２
日
か
ら
７
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）
に

介
護
保
険
証
を
次
の
と
お
り

交
付
し
ま
す
。
将
来
介
護
が

必
要
に
な
っ
た
と
き
や
介
護

認
定
の
申
請
の
と
き
に
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
交
付
す
る
日　

５
月
19
日

（
水
）
か
ら
21
日
（
金
）
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５

時
15
分
ま
で

●
と
こ
ろ　

役
場
福
祉
人
権
課

福
祉
高
齢
者
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

交
付

案
内
の
通
知
は
が
き
、
印
か

ん
●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉
人

権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま
で

道
路
が
泣
い
て
い
ま
す

農
家
の
皆
さ
ん

ト
ラ
ク
タ
ー
の
土
は

落
と
し
て
く
だ
さ
い

農
家
の
皆
さ
ん
、
農
作
業
で

使
用
し
た
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
の

土
は
十
分
に
落
と
し
て
い
ま
す

か
。
タ
イ
ヤ
に
付
着
し
た
土
が

道
路
を
汚
し
て
い
る
と
い
う
苦

情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
泥

を
で
き
る
だ
け
落
と
し
て
か
ら

道
路
に
出
ら
れ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
農
政
環

境
課
農
政
環
境
班
ま
で

給
水
装
置
の
指
定
工
事

事
業
者
を
追
加
し
ま
し
た

水
道
管
の

新
設
や
増
設
な

ど
給
水
装
置
の

工
事
を
行
う
事

業
者
に
、
申
請

の
あ
っ
た
次
の

３
社
を
追
加
指
定
し
ま
し
た

（
水
道
工
事
は
町
が
指
定
し
た

工
事
事
業
者
し
か
で
き
ま
せ

ん
）。

●
石
塚
住
設
ガ
ス
株
式
会
社
▽

住
所
＝
水
巻
町
吉
田
東
２

丁
目
２
２
番
１
７
号
▽
電

話
＝
（
０
９
３
）
２
０
１

局
０
３
２
５
番

●
黒
田
住
宅
設
備
▽
住
所
＝
中

間
市
大
字
上
底
井
野
１
７

６
番
地
７
７
▽
電
話
＝
（
０

９
３
）
２
４
５
局
８
１
１

６
番

●
株
式
会
社
有
光
工
務
店
▽
住

所
＝
飯
塚
市
下
三
緒
１
５

番
地
３
▽
電
話
＝
（
０
９

４
８
）
２
３
局
４
５
４
６

番
●
問
い
合
わ
せ　

役
場
上
下
水

道
課
上
水
道
班
ま
で

介
護
保
険
広
域
連
合
と

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

鞍
手
支
部
が
移
転

５
月
24
日
（
月
）
に
福
岡
県

介
護
保
険
広
域
連
合
鞍
手
支
部

と
鞍
手
支
部
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
が
移
転
し
ま
す
。

●
移
転
先　

宮
若
市
本
城
４
５

８
番
地
２
（
旧
宮
田
町
保
健

セ
ン
タ
ー
跡
）

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
介
護

保
険
広
域
連
合
鞍
手
支
部
☎

３
４
局
５
０
４
６
番
ま
で

次
の
方
々
か
ら
寄
附
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
（
か
っ
こ
内
は
故

人
、
敬
称
略
）。

●
社
会
福
祉
協
議
会
へ
【
香
典

返
し
】

▽
石
田
道
隆
様
＝
新
北
（
カ
ズ

子
）

▽
坂
本
敬
子
様
＝
室
木（
和
喜
）

▽ 

兎
耳
山
美
惠
様
＝
中
本
町

（
満
）

▽
郡
司
島
フ
ジ
子
様
＝
八
尋

（
護
）

▽
武
藤
靖
彦
様
＝
中
山
北
区

（
ツ
ル
代
）

●
町
立
病
院
へ
【
香
典
返
し
】

▽
田
村
康
文
様
＝
古
門
北
区

（
シ
ズ
子
）

▽ 

森　

マ
キ
子
様
＝
永
谷（
隆
）

くらしの情報

愛の
贈
り
も
の

下水道の排水設備工事は町に登録された事業者し
かできないことをご存じですか。町では新たに次の13
社を指定工事店に追加登録しました（申請書のとおり
に記載）。
● 住設工業 OSHITA　▷住所＝八幡西区香月中央５

丁目４番 12 号▷電話＝（093）617 局 6048 番
● マサキ住設　▷住所＝宗像市徳重 82 番地３▷電話

＝（0940）33 局 2980 番
● 工藤設備　▷住所＝八幡西区永犬丸南町２丁目 15

番 21 号▷電話＝（093）614 局 5455 番
● 黒田住宅設備　▷住所＝中間市大字上底井野176番

地 77 ▷電話＝（093）245 局 8116 番
● 甲斐設備　▷住所＝若松区大字小竹 2251 番地１▷
電話＝（093）791 局 0248 番

● 松建　▷住所＝鞍手町大字八尋 1242 番地２▷電話
＝42 局 6681 番

● 石塚住設ガス株式会社　▷住所＝水巻町吉田東２
丁目 22 番 17 号▷電話＝（093）201 局 0325 番

● 株式会社九州設備メンテナンス▷住所＝飯塚市太
郎丸 820 番地▷電話＝（0948）21 局 4885 番

● 有限会社塩川組　▷住所＝宮若市宮田 4787 番地１
▷電話＝32 局 0314 番

● 舞鶴設備工業株式会社　▷住所＝飯塚市柳橋280番
地１▷電話＝（0948）22 局 6394 番

● 有限会社昭和菅工　▷住所＝飯塚市天道 68 番地▷
電話＝（0948）23 局 2789 番

● 未輝設備　▷住所＝八幡西区木屋瀬５丁目 20 － 51
▷電話＝（093）617 局 2290 番

● 協和菅工株式会社　▷住所＝宗像市宮田１丁目８
番８号▷電話＝（0940）33 局 6633 番

● 問い合わせ　役場上下水道課下水道班まで

下水道の排水設備工事は
町に登録された
事業者でないとできません

指定工事店を追加しました

平成 20 年度 平成 21 年度
県外 ３人 ３人

県内 町内 ６人 ５人
町外 37 人 ３人

寄附金額 925,000 円 775,000 円

あなたの応援がまちを元気にします

鞍手町ふるさと納税制度

町では、平成 20 年 10 月よ
り「ふるさと納税（寄附）」制度を導入し、
これまでに多くの人にたくさんの応援を
いただいています。

● 住民税や所得税の寄附控除　町に対し
て寄附をすると、寄附額の５千円を超え
る部分の一定額が住民税や所得税から控
除されます。ただし、寄附控除の額には
上限がありますのでご注意ください

● ふるさと納税の呼びかけにご協力を　
ふるさと納税制度は、「生まれ育ったま
ちを大切にしたい」「まちの発展に貢献
したい」という気持ちを寄附というか
たちであらわす制度です。町内外を問
わず、どなたでも寄附できますので、
親戚や知人のみなさんへの呼びかけに
もご協力ください

● 申し込み・問い合わせ　ふるさと納税
に関する詳しい内容は役場企画財政課
政策財政班または、町公式ホームページ
まで

● 寄附状況
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